
冠嶽園の指定管理者の決定について 

 

 

上記施設の指定管理者について、いちき串木野市公の施設指定管理者選定審議会の審査

結果を踏まえ、指定管理者を次のように決定しました。 

 

１．施設名     いちき串木野市冠嶽園 

 

２．指定管理者   いちき串木野市東塩田町１８４番地 

          有限会社 坂口造園 

          代表取締役 坂口 重樹 

 

３．指定期間    令和６年４月１日 ～ 令和９年３月３１日 

 

４．申請団体 

   

申請 

団体数 

内    訳 

民間事業者 NPO 公社・公益法人等 その他 

１ 1 0 0 0 

 

５．選定審議会及び審査結果 

   ○審査期日  諮問・答申  令和６年１月３１日（水） 

                  （識見委員５名 内部委員５名  合計１０名） 

 

６．申請の概要 

 （当該施設の指定管理者の指定を申請した理由） 

    平成３年の冠嶽園施工時、材料の選定や樹木・地被植物・薬草等の選定、中国庭

園の勉強会などの段階から深く携わり、徐福の故郷の中国との友好交流を願いなが

ら従事してきた。また、平成４年の開園後も年間管理などで施設の維持に携わり、

冠嶽園の魅力や特性、管理上の様々な問題も学んできた。 

    そういった経験や知識を活かし、造園業者としての質の高い技術の提供を積極的

に行い、利用者や地域の皆様にとって魅力ある癒しの空間としての観光施設を目指

して明るく豊かな地域の発展に貢献できるような運営をしていきたいという強い思

いを職員一同抱いており、この度申請した。 

  

 



（団体の経営方針） 

    利用者や地域の皆様にとって常に良い状態での施設を提供できるように景観の維

持や施設内の美化に努め、当社のもつ 

    機動力・・・あらゆる状況に即座に対応できる管理体制 

    技術力・・・専門知識・専門技術をもった職員の配備 

    機械等の設備・・・管理に必要な機械設備（トラック、クレーン、高所作業車、

除草機械等）など最大限に発揮するとともに利用者サービスの向上、地球環境への

配慮を意識し管理経費の縮減や効率化による健全な会社経営、利用者と管理者の双

方が安全で事故の無いよう心がける。 

   

（当該施設の現状に対する考え方と将来展望） 

    冠嶽園の管理においての問題として完成から 30年以上を迎え、園内外の老朽化や

木々の成長が見受けられ日々の管理点検や数多くの修繕などが必要な状況にありま

す。そのような状況下においても毎年多くの方に来園していただいていることから、

冠嶽園はいちき串木野市の観光において重要な拠点であると思います。これからも

多くの方を迎えられるようにしっかりとした管理を行い、本市の観光施設としてい

つまでも魅力を失うことなく有り続けることが必要である。 

  

７．選定の理由 

    申請者が１団体であったため得点表による採点は行わず、申請書類の内容審査によ

り指定管理者候補者を選定した。 

申請者は、平成 23年度から当該施設の指定管理を行っており、管理実績は良好であ

る。 

今回の事業計画も経費の削減の取り組みだけでなく、利用促進への提案や自主事業

として、花川周辺を含めた冠岳観光の PR 活動の提案などが示されている。また、防犯

及び防災の対応や環境への配慮の取り組みの提案も具体的になされている。 

さらに、有限会社としての経営状況も安定しており、樹木管理及び造園の専門業者

であることから、当該施設の指定管理者として適切であると判断した。 

 

  ８．議会の議決 

     令和６年第１回いちき串木野市議会定例会で議決 


